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第二管区海上保安本部交通部第二管区海上保安本部交通部
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※括弧は、死者を伴う海難隻数（再掲）

死者数：４人
東北地方の船舶事故の半分は「漁船」だよ！

みんなで力を合わせて「無事故」を目指そう！

「漁船セーフティーラリーみちのく２０１５」とは？

東北地方における漁船事故発生状況東北地方における漁船事故発生状況

H27年東北地方漁船事故発生状況（８月末現在）

青森県 １０隻

岩手県 ６隻（１隻）

宮城県 ８隻（１隻）

秋田県 ２隻

山形県 ２隻

福島県 １隻

H22-26年東北地方用途別船舶事故発生状況
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東北各県内の漁業協同組合及びその組合員が、「安全操業」、「安全運航」の声かけ運動、

「見張りの徹底」の推進等を行い、期間を定めて無事故を目指します。

【実施期間】 平成２７年１０月１日（木）～１２月３１日（木） （３ヶ月間）

【参加者】 東北各県内の漁業協同組合又は支所

【参加方法】 東北各海上保安部署への応募、又は、各県漁船海難防止協議会からの指名

【表彰等】

無事故認定証：上記期間又は年間を通して無事故を達成した漁協又は支所に対し交付します。

表 彰：３年間継続して無事故を達成した漁協又は支所に対し各海上保安部署長から

表彰します。また、５年間継続した場合は、第二管区海上保安本部長から表

彰します。

特 別 賞：特に功績が認められる海難防止活動を行った漁協又は支所に

対し表彰します。

「漁船セーフティーラリーみちのく２０１５」とは？


